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はじめに

2021年10月30日、社会思想史学会第46回
研究大会（オンライン開催）の公募企画セッ
ションBとして、「書評会：上田悠久『〈助言
者〉ホッブズの政治学』」が開催された。こ
の書評会では、まず本セッションの世話人
（司会）であるアリストテレス研究者の稲村
が書評会開催の意義を紹介した後、『〈助言
者〉ホッブズの政治学』（風行社、2021年。
以下「本書」）の著者である上田が本書の概
要を説明した。それに対して、トマス・ホッ
ブズを専門に研究する二人の討論者（梅田と
岡田）と、デイヴィッド・ヒュームを専門と
し、17世紀イングランドにも明るい討論者
（犬塚）がコメントおよび質問を行った。そ
してこれらのコメントに上田が応答した後、
フロアとの質疑応答を行った。セッションに
は登壇者以外にも20名ほどが参加し、活発
な議論が展開された。すでに書評会の概要
は報告書として社会思想史学会のWebサイト
で公開されているが1、詳細な記録ではなく、
書評会での充実したディスカッションの記録

として十分とは言えない。そこで今回、書評
会での発言やコメントを文章としてまとめ、
書評会ノートにすることを企画した。なお本
稿は当日の議論をそのまま書き起こしたもの
ではなく、終了後に補足などを含めて文章と
したものであることに注意されたい。また質
疑応答では複数の参加者から鋭い質問が寄せ
られたが、ここでは紙幅の都合もあり、世話
人の稲村からの質問およびそれに対する応答
を、第四の討論として再構成し掲載する2。

1．本書概要（上田）

序論では、本書で取り組むテーマを示し
た。学知（科学）の方法を用いて国家や主権
者の正当性を論じたホッブズは、アリスト
テレス的な実践知としての政治学を、「近代
的」学知としての政治学へと転換したとされ
る。しかし実践知としての政治学において重
要な課題であった政治と哲学の緊張関係、お
よび両者の架橋を、ホッブズが学知の導入に
よって克服したと言えるのか、評価は定まっ
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要約

　「書評会：上田悠久『〈助言者〉ホッブズの政治学』」における、発言やコメントをまとめる。「助
言」を切り口にホッブズの著作を読み解く本書について、評者（討論者）からは独創性や研究への
貢献が評価される一方、議論の構成、分析枠組みの設定、テキストの解釈などについて鋭い意見が
寄せられた。

1 http://shst.jp/home/conference/pastconferences/第46回大会セッション事後報告/ (2022年9月2日閲覧)
2 以下断りのない限り、本文中で示すページ数は本書のページ数を指す。
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ていない。本書ではホッブズがむしろ、現実
政治に取り組む実践知の関心を引き受け、初
期近代特有の多様な知のあり方を体現してい
ることを明らかにする。そこで本書が注目
するのが、これまで等閑視されてきた政体
（constitution）の内実に関するホッブズの議
論、そしてその中でも彼が特徴的な役割を与
えていた助言（counsel）に関する議論であ
る。本書では『リヴァイアサン』を中心とし
たホッブズの著作で展開される助言論を分析
することで、ホッブズがいかなる意味で「助
言者」であったのかを問い、ホッブズが目指
した「新しい政治学」について考えた。
第1部では、ホッブズの助言論とは何であ

るか考察した。
第1章では古代から初期近代、大陸ヨー
ロッパからイングランドへと受け継がれて
いった、助言をめぐる言説の歴史を概観し、
ホッブズがこの言説に影響を受けていたこと
を示した。古代ではアリストテレスやキケロ
などが、観照的生活の意義を認めつつも政治
的生活への参与を説き、ストア派は哲学者が
為政者に助言をする意義を説いた。行動にお
ける判断をもたらす「思慮」（prudence）の
意義、おべっか使い（flatterers）を斥け良き
友を得よとする友人論、議会などにおいて発
揮される審議的レトリックなど、その後の助
言論の骨格を成す議論が展開された。こうし
た古代の言説は、中世およびルネサンスにお
ける「君主鑑」の伝統に影響を与えた。世
俗と霊的事柄に関して君主に対して助言を試
みる「君主鑑」では、情念を制御しキリスト
教の道徳に従う有徳な君主が描かれたが、マ
キアヴェッリなど、そうした言説からの逸脱
も見られた。また国家理性論の台頭の中で、
経験ある助言者の必要性も論じられていた。
こうした言説はイングランドにもたらされ、
ホッブズが助言について論じる背景となった
のである。
第2章ではホッブズの助言論の全体像につ

いて、集合的な熟議と内面における熟慮の関
係性を軸に明らかにした。ホッブズは、それ
まで表明していた合議制、集合的熟議への
懐疑を、『リヴァイアサン』では、主権者が
「悪い助言」に支配される危険として紹介す
る。そこで主権者は「善い助言者」を選定し
なければならないが、彼は善い助言者には政
体に関する学知と、コモンウェルス防衛のた
めに必要な経験的知識の両方が必要だと強調
する。こうした知識は、主権者がある行為を
するか否かを熟慮する際、行為の帰結の予測
をもたらすものであり、主権者に仕える助言
者は主権者自身の熟慮を補佐する。さらに熟
慮に必要な知識を助言者は言語によって主権
者に伝達しなければならないため、助言から
はレトリックが排除されなければならない。
そして雄弁に起因する熟議の困難を避けるた
めには、自ら熟慮し行為する一人の君主の下
で、複数の助言者が個別に助言をする君主制
がもっとも望ましい政体だと結論づけるので
ある。
第2部では、ホッブズが助言論を語った文

脈について考察した。
第3章では、ホッブズが既存の教会統治、
既存の宗派を論難するべく助言論を用いたこ
とを示す。彼は『法の原理』と『市民論』に
おいて、聖職者が助言者であり、聖職者の権
威は主権者に由来すると示したが、『市民論』
では信仰に関して主権者は「聖職者を通し
て」すなわち聖職者の助言に基づき判断しな
ければならないとする。一方『リヴァイアサ
ン』において主権者による立法権や強制権力
の独占を強調するホッブズは、主権者に対す
る聖職者の従属を一層求める。彼によればキ
リストも聖職者も助言者であり、新約聖書も
助言にしか過ぎず、聖職者やその合議体であ
る教会会議は単独で破門権を行使することも
できない。ホッブズは聖職者の助言を認める
が、聖職者の正当性が神権ではなく主権者の
権威に基づくことを明確にし、聖職者の主体
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性を完全に否定する。ホッブズはこうした教
会権力批判においてカトリックを明示的に批
判するが、主教制（監督制）の一層の強化を
説く国教会ロード派や、国王権力から独立し
た教会会議の導入を目指す長老派も批判して
いるのである。
第4章ではホッブズが助言論を語った政治

的文脈として、法律家批判と議会批判を取り
上げた。まず法的事柄に精通し従事した経験
をもつ法律家の意義を強調するエドワード・
クックら既存の法律家に対し、ホッブズは裁
判官を主権者に司法権を委ねられた公的代行
者と位置づけ、既存の法律家たちは裁判官へ
の助言者であると論じ、法律家による主体的
判断はできないと反論した。そして、裁判官
が平和の実現という国家設立目的にしたがっ
て判断するよう、衡平と立法者の意図とを結
びつけることで示していたのである。次に、
ヘンリー・パーカーら議会派の論客が人民の
代表者かつ王の助言者としての議会の意義を
示していたのに対し、ホッブズは議会が代表
者としても、助言者としても不適であること
を論じ、議会派の言説に反論していたことを
明らかにした。そしてこうした批判が議会批
判にとどまるものではなく、身分制評議会な
ど、当時イングランド政治のアクターであっ
た様々な助言者たちをも標的にしたものであ
ることも示した。
第3部では、ホッブズが「助言者」として
何を語ったのか考察した。
第5章では、ホッブズの政体構想について
再考した。同時代のクラレンドン伯エドワー
ド・ハイドや主教ジョン・ブラモールら、王
の助言者を自負する「立憲王党主義者」は、
「哲学者」ホッブズの政治論はイングランド
政体への無理解に基づく荒唐無稽な議論であ
り、ホッブズは助言者として不適だと指摘
した。この批判は、政治が経験に基づく実
践的な営みであるとする伝統的思想を背景と
して展開された。だが主権とその行使（運営

administration）を峻別するホッブズは『リ
ヴァイアサン』において、主権者が国家運営
を代行者に委ねるのではなく、経験豊富な助
言者の助けを借りて自ら国家運営に携わるこ
とを構想しており、既存の助言者は多様なア
クターが織り成す多元的な国家の運営に欠か
せないアクターとして、ホッブズの議論では
位置づけられていたのである。ただしホッブ
ズは内戦防止のためには絶対的主権者が必要
だとしており、この点において立憲王党主義
者とは折り合わなかったのである。
第6章では、既存の助言者たちが重視して

いた歴史叙述の伝統に対する、彼の取り組み
に注目した。まず若きホッブズが執筆に関与
したとされる「タキトゥス論」に注目し、彼
が古代ローマの歴史から、内戦を契機として
王制から共和制、そして帝制へと政体が移行
することを学んでいたと示した。次に主権概
念を導入して以降の彼の議論において、移行
よりも国家の解体が強調される一方、『法の
原理』や『市民論』では国家設立の際にまず
民主制が打ち立てられ、そこから国家の解体
を経ずに君主制や貴族制への移行が可能とさ
れていたことを指摘した。一方『リヴァイア
サン』でローマ史の政体移行は移行ではなく
国家解体の例として登場するものの、依然と
してローマ史が重要な例として登場してい
る。以上の政体移行論からは、歴史から政体
にかんする無謬の知識を得られないと述べて
いたはずのホッブズが、実は歴史から一般
的知識を学び取っていることが示唆される。
ホッブズは教会統治論でも「分析」と「総合」
の概念を使って教会の成立と解体を論じてお
り、これをホッブズの哲学的方法論に沿って
検討することで、幾何学的学知に基づく論証
的で無謬の知識とされたホッブズの政治学
が、実際には蓋然性を内包したものであり、
歴史的事実のような経験的知識から得られた
ものであることを示した。
そして結論では、ホッブズの助言論が彼の
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政治学を理解する鍵であることを示し、ホッ
ブズが如何なる意味において「助言者」で
あったのかを問うた。ホッブズは、伝統的な
実践としての政治を重視する言説に見直しを
迫った一方で、伝統的言説を単に排除するの
ではなくそこに根ざしながら、哲学者として
現実に向き合い、新たな多元的政体構想を提
案していた。これは初期近代における知の混
淆を体現していると言えよう。よってホッブ
ズは既存の助言者像に照らせば助言者とは言
えないが、彼は政治と哲学の緊張関係を如何
に架橋するのかという実践知の問題関心に正
面から取り組んだ助言者と言える。こうして
生み出されたホッブズの「新しい政治学」を
体現しているのが、理論と実践の狭間でもが
き、思考し続ける、他ならないホッブズだっ
たのである。

2．討論1（梅田）

評者は本書について、二つの点を評価す
る。第一に、本書は、「助言者」というテー
マで切り込むことにより、ホッブズにおいて
「哲学（学知）」と「歴史（経験的知識）」の
関係がどのようになっているのかについて、
ホッブズ研究における重大な論点の一つをク
リアに整理し、明示した。この点は画期的で
ある。著者は次のように論じている。「経験
知の適用においては研究や推論に基づく「正
しい使い方」を獲得する必要があると説いて
おり、経験知の真の有用性をその理論的裏
付けに求めていると言える」（第二章68頁）。
第二に、ホッブズの「命令」と「助言」の峻
別に注目することにより、R. Tuckをはじめ

昨今のホッブズ研究で活発に議論がなされて
いる、ホッブズにおける「主権」と「統治の
運営（執行／行政）administration」の区別の
論理を明示した。この点も日本の学界に対す
る大きな貢献と言える。著者は『リヴァイア
サン』第21章を引用し、次のように述べて
いる。「こうした記述〔『リヴァイアサン』第
21章引用抜粋〕には主権と統治を区別する
ホッブズの思想が反映されている」（第五章
139頁）。
評者がとくに本書に賛同するのは次の二点
である。第一に、ホッブズにおける歴史と科
学（学知）に関して。『リヴァイアサン』で
ホッブズは、知識を事実についての知識と科
学としての知識（語の定義と三段論法による
論理的推論から導出される知識）の二種類に
分ける。事実についての知識は実際の見聞に
基づく絶対的知識あり、科学としての知識は
幾何学の論証のような条件的知識である。そ
して、事実についての記録が歴史と呼ばれ、
科学の記録が哲学書と呼ばれる3。すなわち、
ホッブズが翻訳したトゥキュディデスの『戦
史』は事実についての知識に属し、幾何学的
論証方法に基づくホッブズの政治学は科学と
しての知識ということになる。
この分類に先立って、ホッブズは、過去の
事例の考察や経験に基づく思考である思慮
（prudence）と、研究と勤勉により獲得され
る能力である推論（reason）とを区別する。
経験は動物でも持つが、推論は後天的に努力
して勉強することで初めて得られる人間に固
有の能力である。推論には言葉と幾何学的な
論証方法が必須であり、人々は教育と訓練
によってこれを身につけていく4。ホッブズ
は思慮を無用だと言っているのではなく、確

3  Thomas Hobbes, Leviathan, ed. Noel Malcolm, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 2012), Ch. 9, p. 124. 

以下同書からの引用の際は、Leviathanと略記する。邦訳として、ホッブズ『リヴァイアサン』全4巻、
水田洋訳、岩波書店、1954-1992年。

4  Leviathan, Ch. 3, pp. 42, 44; Ch. 5, pp. 72, 76.
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実性において、思慮は科学としての学知に劣
り、学知は明白に証明できる事柄では絶対確
実であることを強調しているのである。思慮
も学知もともに有用であるが、生得的な能力
である思慮は経験値を高めればそれに比例し
て自然に深められるのと異なり、学知は教育
と訓練の場と制度および学習者自身の勤勉な
努力が必要であるため、主権者は学知修得の
ための公衆教育の制度化を意識的に配慮しな
ければならない。ホッブズからすれば、戦争
や内乱の抑止のためには、公衆教育として、
今こそ科学的な政治学である『リヴァイアサ
ン』が大学で教えられるべきであるというわ
けである。
歴史と科学（哲学）は以上のような観点か
ら区別されている。『リヴァイアサン』執筆
時点でのホッブズは、明らかに科学（哲学）
のほうに肩入れしているように見える。しか
し、1666年以降、ホッブズ自身、イングラ
ンド内戦の原因を探究した歴史『ビヒモス』
を執筆したり（1682年に死後出版）5、トゥ
キュディデスの『戦史』の翻訳修正版第二版
を最晩年の1676年に出版したりしているよ
うに6、過去の自分の翻訳作品を否定したわ
けでもなく、歴史の執筆を拒否したわけでも
なかった。ホッブズは、『ビヒモス』により、
イングランド内戦の原因や王党派と議会派の
政治的駆け引きと決断の可否を吟味し、トゥ
キュディデスと同様、未熟な判断を未来に繰
り返さないよう、歴史を政治的に分析する書
を著したのである。
以上、本書の功績と哲学と歴史の峻別とい
うホッブズの思想の特徴を確認したうえで、
評者は本書に対し次の問題点を指摘したい。
それは、「タキトゥス論」の取り扱いの問題

性である。
著者は第六章171頁において、国家を弱め
解体させる原因の一つである『リヴァイアサ
ン』第29章の「絶対的権力の欠如」の文章7

を引用し、「ここでホッブズは、政体移行を
あくまでローマの事例に限定している」と論
じている。しかしながら、『リヴァイアサン』
のこの「絶対権力の欠如」の箇所では、著者
の引用したローマの事例のすぐ後にアテナイ
の人民とソロンの関係の事例が出てくる。こ
れは、サラミス島の領有をめぐって隣国メガ
ラと争っていたアテナイにおいて、主権者で
あるアテナイの人民が自らサラミス島のため
の戦争再開を制限し、自分たちの主権を制限
した事例であり、戦争が長期に及んだため嫌
気がさしていたアテナイ市民に対し、詩人で
もある執政官のソロンが詩を朗読して戦争の
再開を承認させた事例の記述である。すなわ
ち、もしソロンが戦争を再開させなかったな
らば、メガラからサラミス島を奪還できな
かっただけでなく、アテナイがメガラに侵略
されていた可能性があるということ、つまり
国家が解体した可能性があるということ（敗
北すればアテナイ人はメガラの奴隷とされ政
体が変わる）の事例である。第29章の「絶
対的権力の欠如」の節は、ローマの事例だけ
でなく、同時にギリシアの事例も（ついでに
いえば）イングランドの事例も掲げられてい
る。この「絶対権力の欠如」の節は、政体移
行というよりは主権を制限することにより国
家が解体する可能性が出てくることを示す記
述である。
本書第六章の行論は、ホッブズの政体移行
論に注目し、とくに初期の「三つの論考」の
うちの「タキトゥス論」をホッブズのローマ

5  ホッブズ『ビヒモス』（山田園子訳）、岩波文庫、2014年、372頁。
6  山田園子解説・翻訳「トマス・ホッブズ『トゥーキュディデースの生涯と歴史』（上）」、『広島法学』
第31巻、第2号、2007年、211-212頁。

7  Leviathan, Ch. 29, p. 500.
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史理解の基礎として位置づけ、その観点から
『リヴァイアサン』の当該箇所を読み解こう
としている。しかし、この箇所を、ローマ史
のみに引きつけて捉えるのは、『リヴァイア
サン』の国家解体論を補完する「事実につい
ての知識」の範囲を狭めることになる。
そもそも「三つの論考」はホッブズが真の
著者といえるかどうかについて先行研究に
おいて依然異論がある。著者も注（18）で、
「本書の関心は、「三つの論考」がホッブズ作
か否かではなく、ホッブズが古典から何を学
んでいたのかを探ることにあ」り、「ホッブ
ズのローマ理解の淵源を特定する資料として
「タキトゥス論」を検討する」と書いている。
ところが本書は、事実上「タキトゥス論」を
ホッブズのローマ理解の基礎に置いている。
本書は、『法の原理』、『市民論』そして

『リヴァイアサン』へと展開していくなかで、
ホッブズの議論の中心が政体移行論ではな
く、国家解体論へと変化していくプロセスを
解明している。この点の基本の論旨は明解で
評価に値する。しかしながら、著者は、『リ
ヴァイアサン』をローマの政体移行論に引き
つけて読解するきらいがあり、先行研究にお
いてもホッブズが真の作者といえるかどうか
について依然として異論がある「タキトゥス
論」に、いささか引きずられすぎているよう
な印象を受ける。繰り返すが、引用箇所であ
る「絶対権力の欠如」の節は、政体移行とい
うよりは国家の解体の原因をいくつか事例を
挙げて説明しているところであり、ローマの
事例はその一つにすぎない。
評者も、「タキトゥス論」が初期ホッブズ
のローマ理解を示す資料となりうる可能性を
否定するものではない。しかし、後年ホッブ
ズが、トゥキュディデスの『戦史』の翻訳は
修正第二版を出して再版を繰り返したのに対
し、「三つの論考」にはまったく言及しない

事実を鑑みると、その取り扱いは慎重である
べきであり、少なくとも『リヴァイアサン』
の読解において「タキトゥス論」を直接引き
つけて、ローマ史のみに重きを置く理由はな
い。
ホッブズは書物の権威に依拠することを否
定するが、その際彼は同じ第29章の「ギリ
シア人やローマ人の模倣」で「古代ギリシア
人やローマ人の政治や歴史の書物」という言
い方をする8。また、その直前の節「近隣諸
国の模倣」では、ユダヤ人、ギリシア人、お
よびネーデルラントのような低地諸国の事例
が挙げられている。とくに、ユダヤ人が近隣
諸国と同様の人間による王政を求め、神によ
る王政から政体を変更した事例は、『リヴァ
イアサン』後半部の神の王国論の支柱となる
歴史的転換となる事実であり、重要である。
ホッブズは聖書に描かれるユダヤ人の歴史を
事例として利用しており、古代ギリシア人や
ローマ人の歴史と同様に、『リヴァイアサン』
前半の哲学的理論を補完している。
最後に、評者からコメントを付したい。評
者も、ローマ史がギリシア史や聖書の歴史と
同様、ホッブズの思想において重要であるこ
とを認めるものである。とはいえ、ホッブズ
においてローマ史は、ギリシア史や聖書の歴
史叙述と同じく、本書が指摘しているとお
り、「歴史から一般法則を引き出す歴史叙述
の伝統」ではなく（153頁）、学知としての
政治哲学が導出した理論（条件的知識）を補
完する「事実についての知識」（絶対的知識）
である。ホッブズは『リヴァイアサン』第9

章で、科学としての知識と事実についての知
識を峻別したうえで、図を用いて知識を詳細
に類別し、自らの学術的方法論を確立した。
この図式に従って、ホッブズは哲学的方法を
用いて歴史すなわち「事実についての知識」
（絶対的知識）についても推論を行い、自ら

8  Leviathan, Ch. 29, p. 506. 本書172頁。
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の哲学における主張が歴史においても裏付け
られることを示したのである。
著者は、ホッブズの学知の源としての「事
実についての知識」それ自体の意義を強調す
るが、それをあまりに強調しすぎると、ホッ
ブズ自身が依って立つところの哲学と歴史の
区別に基づく方法論の意義を掻き消してしま
いかねない。ホッブズの議論の矛盾を突くと
いう問題関心であれば、そうした批判を展開
する論の立て方もありうるだろう。しかし、
本書はそうした立論をしていない。本書は、
『リヴァイアサン』は「歴史から一般法則を
引き出す歴史叙述の伝統」とは異なるという
ことを主張しているのであるから、上記の点
は留意すべきであろう。

3．討論2（岡田）

本書は博士論文に加筆修正を加えたもので
あるとともに、4本の査読論文を基にしてい
る。本稿ではまずこれらの既刊の査読論文に
ついて、掲載雑誌の査読に関するデータを示
す。その後著者に対する疑問をいくつか挙
げ、最後に、著者の関心に沿った（と思われ
る）研究について一つ提案をしたい9。
近年日本の思想史の業界でも査読制度が定
着しつつある。ここでは著者の業績の外在的
な説明として、著者が査読論文を公刊した各
学術雑誌のアクセプト率を（公表されている
限りで）示したい。本書の基となった査読論
文を著者が公刊したのは①『政治思想研究』

第16号、2016年、② 同 上 第19号、2019年、
③『社会思想史研究』第43号、2019年、④
『イギリス哲学研究』第42号2019年である。
このうち『政治思想研究』のみ、具体的に何
本の論文が投稿されたかを公表していない。
ただし、管見の限り一度だけ、「20点を超え
る応募があ」り、このうち9本の論文が掲載
されたと記している10。また、「エントリー
段階では20点弱」という論文数について「ほ
ぼ例年と同数」だとも明言している11。この
うち掲載論文数は、近年おおよそ7～9本で
ある12。『政治思想研究』以外の雑誌では投
稿論文の本数も公表されている。近年の『社
会思想史研究』について「社会思想史学会研
究奨励賞の公示」に示されているところを
見ると、2017年の公募論文には17篇の応募
があり、6篇が掲載された13。同様に、2016

年の公募論文には16篇の応募のうち6篇が、
2015年の公募論文には22篇の応募のうち9篇
が掲載された14。続いて『イギリス哲学研究』
について「編集後記」に記されているところ
を見ると、2021年公刊のものは8篇の応募に
対し1篇が、2020年公刊のものは11篇の応募
に対し3篇が、2019年公刊のものは8篇の応
募に対し3篇が、2018年公刊のものは6篇の
応募に対し2篇が採用された。ここで提示し
たデータは、著書の公刊論文が厳しい査読に
耐えていることを示す一つの指標となるだろ
う。
以上に示唆したように、厳しい査読を経た
著者の研究がホッブズ研究に重要な貢献をし
ていることは疑いない。だが同時に著者に対

9  本書の書評は『イギリス哲学研究』第45号、2022年、38-40頁でも公刊している。著者に対する疑問
点で内容の重複があることをお断りしておきたい。

10  『政治思想研究』第19号、2019年、1頁。
11  『政治思想研究』第21号、2021年、1頁。
12  具体的には、9本（2017）、7本（2018）、9本（2019）、7本（2020）である。
13  『社会思想史研究』第42号、2018年、6頁。なお、『社会思想史研究』第43号、2019年以降の「社会思
想史学会研究奨励賞の公示」には、この情報は掲載されていない。

14  『社会思想史研究』第41号、2017年、6頁および同書、第40号、2016年、6頁。
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しては疑問もいくつかある。
第一に、序論で「マルコムやポールのホッ

ブズ解釈の是非は、本書の中で論じることに
したい」とある（10-11頁）。だが、結局のと
ころ、著者は彼らの研究をどう評価するのか。
第二に、著者は序論でホッブズの助言論に
関する先行研究について挙げた後、既存の研
究は包括的ではなく断片的だったと指摘す
る。そこで、「助言をめぐるホッブズの政治
思想を明らかにするには、様々な研究を統合
する必要がある」と主張する（11頁）。だが、
なぜホッブズの助言論に関する先行研究を統
合する必要があるのか。もちろん著者は自ら
の研究の意義について序論や結論部で説明し
ているものの、この問いに答える形で改めて
説明を伺いたい。
第三に、著者はどのような目的でホッブズ
の文脈を調べているのか。というのも、ホッ
ブズ研究の中にはホッブズの文脈についてあ
まり言及せずに、テキスト解釈に注力するタ
イプのものもある。また、例えば第1章の「助
言の思想史」が後の章におけるホッブズの分
析を深めているという印象を受けない。そこ
で、文脈を調べることがなぜホッブズの理解
に必要なのか、本書では文脈を調べることに
よってホッブズについて具体的にどのような
新たな理解が得られたのかといった問いにつ
いて、著者の考えを伺いたい。
最後に、ホッブズの近代性を考察する研究
について一つの提案をしたい。著者はホッブ
ズの近代性を巡る議論に関心を示すものの、
「『近代』の視点を一旦脇に置き、同時代の言
説に目を向け」ると述べる（6頁）。だが、も
しホッブズの時代の人々が自らの時代を「近
代」として意識していたのなら、その内実と
特徴を具体的に明らかにすることで、同時代
の言説に目を向けながらホッブズの「近代性」

に関する理解を深めることが出来るのではな
いか15。ホッブズなど17世紀のイングランド
人が自らの時代をどのように自覚していたの
か、あるいは古代の思想のうちどのような側
面をどのように摂取していたのかを明らかに
するのが、この問題について理解を深めるた
めの道筋ではないかと思われる。

4． 討論3：ホッブズは本当に多元的国制

を提唱した「助言者」だったか？（犬塚）

上田悠久『〈助言者〉ホッブズの政治学』
は、「助言」を中軸に置いてホッブズの政治
思想を再構成する手法によって、これまでの
ホッブズ像の修正を試みた、独創的な力作で
ある。
「「絶対主義」的な主権論を唱える「急進的」
かつ「非現実的」な「哲学者」、というホッ
ブズに対するイメージは、はたしてどこまで
妥当するのであろうか」（149頁）
この一文には、著者の問題関心が集約され
ている。著者は、引用符を付した形容句の反
転を目論む。そして本書の「結論」では、新
しく得られたホッブズ像として、とくに2点
が強調される。（1）知的営みの次元において、
ホッブズは、人文主義の伝統と「近代的」合
理的思考の調和をめざしていた、（2）政治
言説の次元において、ホッブズは「イングラ
ンドの現実」をふまえた多元的な政体構想を
提示した、という2点である（190-192頁）。
ホッブズは、サイエンスによってこれまでの
政治学の伝統を覆したわけでも、現実を度外
視して理論的な最適解たる絶対主権を論じた
わけでもなかったというのである。
この小文では、ここにまとめた本書の手法
と結論について検討を試みたい。

15  この手法はモンテスキュー研究で取られている。川出良枝『貴族の徳、商業の精神─モンテスキュー
と専制批判の系譜』東京大学出版会、1996年、3、14-34頁参照。
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研究手法として、著者は、「助言」に注目
してホッブズを再構成した。これまでだれも
おこなってこなかった「助言」という観点か
らの全体像の再構成によって、無理や問題が
生じていないか。これがこの小文の第1の論
点である。
第2の論点は、上記の結論（2）に関わる。
ホッブズを多元主義者とみなす本書の結論は
きわめて独創的で、それゆえきちんと吟味す
る価値がある。
ホッブズを含む17世紀イングランドの絶対
主義、君主主義、王党主義の政治思想は、こ
の40年で旧来の理解が大きく修正されてき
た。1980年代のリヴィジョニズムの波によっ
て、絶対主義と立憲主義を対比させるそれま
での伝統的な歴史叙述は退けられるようにな
り、そののちは、17世紀イングランド政治
思想のメインストリームに位置する思想とし
て、穏健な君主政論（「立憲王党主義」）に注
目が寄せられた。画期となる研究は、1994

年のＤ・Ｌ・スミス『立憲王党主義と安定の
模索』だった16。ところが、「立憲王党主義」
の思想史的意義を重視するこうした新しいト
レンドにおいても、ホッブズだけは、例外
的・異端的な絶対主義者とみなされてきた。
本書は、こうした現在の通説に挑戦を試みて
いるわけである。ホッブズは、本書が言うよ
うに、立憲王党派と同じように、多元的な政
治体制を提唱した思想家だったのだろうか。

4.1．助言帝国主義？
『リヴァイアサン』にはたしかに助言をめ
ぐる章（第25章）があるが、だからといって、
『リヴァイアサン』だけに限っても、助言（統
治者に対するアドヴァイス）だけで語り尽く
すのは難しいようにも思われよう。本書はど
のようにして、助言だけでホッブズをめぐる

本を書き上げたのだろうか。

4.1.1．助言のファミリー概念
ひとつには、助言だけでなく、そのファミ
リー概念と呼びうるいくつかの概念やテーマ
を一緒に扱う手法によってである。
ヨーロッパ思想史においては、経路依存的
に（とくに人文主義教育の影響のもと）、統
治者や政治家に対する「助言」という主題は、
「レトリック」、「思慮」、「経験的知識」、「実
践知」、「歴史叙述」などと一緒に語られたり、
論じられたりすることが多かった。著者は
こうした事情をふまえて、「助言」だけを論
じるのではなく、一緒にこれらのファミリー
概念にも注目し、ホッブズがこれらのファミ
リー概念をどのように論じたかといった点に
まで射程を広げて本書を構成している。
もっとも、助言とファミリー概念はあくま
で別物であり、つねに一体だったわけではな
い。たとえば、ある人物が「歴史叙述」を論
じたからといって、つねに「助言」という
テーマが随伴したわけではない。ところが、
本書はこの点についていささか不用意で、助
言とファミリー概念の組合せが自明であるか
のような態度を思わせる箇所がある。読者
は、とくに第1章、第6章でこの点を意識さ
せられる。第1章「助言の思想史」は、助言
の概念史を叙述するが、助言とファミリー概
念はかならずしも十分には区別されない。詳
細は割愛するが、章の各段落がなにを論じて
いるか、一覧表をつくってみるのもよいだろ
う。第6章「助言と歴史」は、もっぱらホッ
ブズの歴史叙述を分析している。
助言にフォーカスしたはずの本書である
が、ときに、テーマや主題についてぼんやり
とした曖昧な印象を抱かせるのは、ひとつに
は、助言概念とファミリー概念のこうした混

16  David L. Smith, Constitutional Royalism and the Search for Settlement, c. 1640-1649 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994).
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在に原因があるように思われる。助言とファ
ミリーの異同や区別、あるいは取り扱いの手
法については、より本格的な予備的・方法論
的考察があってもよかったはずである。

4.1.2． 助言についてのテキスト、助言とし
てのテキスト

テーマや主題について曖昧な印象を抱かせ
るもう一つの理由は、助言概念そのものの概
念分析の不徹底に求められるのではないだろ
うか。
もとより、著者がこの点にまったく無自覚
だったわけではない。第3部冒頭には、話題
の転換を意図して、「ここまで、ホッブズが
「助言」の概念を使って何を批判し、何を論
じようとしてきたのかを明らかにしてきた。
では、ホッブズ本人は助言を試みたのだろう
か」（129頁）との記述があり、著者は「助言」
に複数の側面があることに意識的である。し
かし、ではどのように区別できるか、分析概
念として用いる場合にどんな分類が必要とな
るかという点について、著者がこれ以上掘り
下げて論じることはない。そのため、本書の
叙述には、複数の意味における助言（助言
者、助言論）が十分には区別されないまま混
在し、そのことが読者に曖昧な印象を与えて
いるように思われる。著者に代わってこの点
を論じるとすれば、本書が、思想史研究の分
析対象としている、助言をめぐる言説・テキ
ストは、以下の3つのモデルに区別できるよ
うに思われる。つまり本書は、「助言」とい
う名の下に、以下の3つを分析している。

1）text on counsel（助言についての言説）
第1は、助言について論じて、助言や助言
者はどうあるべきかを論じるタイプの言説や
テキストである。たとえば、「おべっかは助
言としてふさわしくない」という言説は、こ
のタイプの一例である。ここでは、助言者と
被助言者（統治者）のあいだでなされる助

言を、第3者たるテキストの著者（たとえば
ホッブズ）が論じる、という構図となってい
る。このタイプの言説では、助言のあるべき
姿（助言する側のあるべき姿）が主題である。

2）text as counsel（助言としての言説）
第2は、テキストの著者自身（たとえばホッ

ブズ）が、助言者として、被助言者（統治者）
に向けて助言を語るタイプの言説やテキスト
である。「君主鑑」は、このタイプの代表で
ある。テキストの著者は、外部から助言を観
察する第3者ではなく、自らが助言の語り手
である。つまりテキストの著者は、助言につ
いて語るのではなく、助言をする。このタイ
プの言説は、助言する側のあるべき姿ではな
く、助言される側のあるべき姿（たとえば君
主はどうあるべきか）を主題とする。

3） text as public counsel（公共的助言とし
ての言説）
第3の類型は、統治者に向けた助言（第2

のモデル）でなく、ひろく社会に向けた助言
として書かれた言説やテキストである。本
書は、統治や政治をめぐる言説を、この第3

のモデルに読み替えている。そして、「哲学
者が政治について語るという営みそのものを
「助言」と位置」（31頁）づけて、「政治学の
有り様を我々に呈示したホッブズは、まさに
「助言者」と呼ぶのに相応しい」（198頁）と
結論している。

これらの3つは、区別されるべき意味内容
をそなえている。それゆえ、助言を中軸にす
えて分析するのであれば、こうしたタイポロ
ジーを、前提的分析として明示的に論じるべ
きだったのではないだろうか。また、モデル
3のように概念を拡張してしまうと、「助言」
は、けっきょく政治思想や政治論と同値に
なってしまうので、分析概念としての有効性
や説明能力を損ねてしまうのではないか。そ
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れは、狭義の「助言」をめぐる分析の意義も
損ねることになるのではないだろうか。

4.2．助言者のいる多元的・分極的な国制？
第2の論点に移る。ホッブズはイングラン
ドの現実をふまえながら、助言者のいる多元
的・分極的な国制を提唱していた、との解釈
はきわめて独創的だが、妥当だろうか。論証
は必要十分で、説得的だろうか。3つの疑問
点を示したい。

4.2.1．議論は一貫しているか
本書の第2部は、ホッブズが、「命令」と区
別される「助言」概念を用いて、助言者たる
教会・法律家・議会はあくまで命令権者であ
る王に服従すべき、と主張した点を鮮やかに
明らかにしている（83, 92-93頁）。ここで「助
言」は、服従を調達するための概念である。
ホッブズはこの議論を通じて、最上位に位置
する王の下に、さまざまな政治アクターが垂
直的に配置される一元的国制を描いている。
著者は、ホッブズのこの議論を、助言をめ
ぐる論争のなかに位置づける。聖職者たち
は「助言」概念をもちだして、王とそのほか
のアクターが水平的・競合的に配置される多
元的国制を提唱した。王権を制約するために
「助言」概念を用いたこうした主張に対し、
ホッブズは、「助言」から服従を導いた、と
いうのが著者の整理である。このように第2

部では、絶対主権を擁護する「助言の思想家」
ホッブズが描かれる。
ところが本書の第3部には、多元的政治体
制を擁護する「助言の思想家」ホッブズが登
場する。『リヴァイアサン』のホッブズは、
主権と統治を区別したうえで、統治の領域に
おいては、助言者・代行者が活躍する「多元
的政体論」（146頁）を提唱したというので
ある。
第2部と第3部は整合しているのだろうか。

一貫性はあるのだろうか。助言者の補助のも

と、主権者が「最終的な判断」（77頁）を下
す、という国制の基本構造にはなんら変化が
ないのに、なぜ第2部と第3部で異なった解
釈が可能なのだろうか。（第2部は『リヴァイ
アサン』より前の時期を分析し、第3部は『リ
ヴァイアサン』を分析している、という時系
列をもちだす説明は、第2部でも『リヴァイ
アサン』が素材とされることから成り立たな
いように思われる。）

4.2.2．多元性のメルクマールはなにか
「コモンウェルスの実際の「舵取り」を主
権者の様々な代行者が担い、また主権者が助
言者によって補佐されると考えるホッブズの
言説を通じて、彼が主権の絶対的な行使に留
まらない、より分極的かつ多元的な政治を志
向していることが見えてきた」（145頁）。
ホッブズは、代行者や助言者といった複数
のアクターが関与する統治を頭に思い描いて
いたので、「分極的かつ多元的な政治」を志
向していたと言える、というのが著者の主張
である。しかし、アクターが複数存在して統
治や行政に関与すれば、あるいは複数のアク
ターが一定の裁量をもって関与すれば、そ
れだけで「分極的」「多元的」と判定できる
のだろうか。複数のアクターの関与、あるい
は複数のアクターの一定の裁量は、たとえ
ば、一元的な指揮命令系統を最高度にそなえ
る軍事組織に関しても妥当する特質である。
そうであるならば、これらの特質にもとづい
て「分極的かつ多元的」と判定しても、ほと
んど意味はないのではないか。著者の論法や
定義では、軍隊ばかりか、あらゆる専制国家、
権威主義国家ですら、ひとりで一切を処理す
る組織でないかぎりは、「分極的かつ多元的」
と論じることができてしまうように思われる。
一般に、政治学においては、多元性や分極
性の概念は、複数のアクターがそれぞれなん
らかの拒否権や決定権限をもつ場合にのみ利
用できるのではないだろうか。多元性のメル
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クマールをこのように拒否権や決定権限の分
散に求めた場合、ホッブズの語る代行者・助
言者には拒否権や決定権限はないので、ホッ
ブズが多元的国制を提唱したとは言い得な
い。もとより、多元性のメルクマールは、こ
れとは別でもよいだろう。しかしいずれの場
合であれ、どのようなメルクマールを採用し
ているかを明示することが必要である。

4.2.3． 「イングランドの政体の現実」に即
していたか

さらに本書は、ホッブズは「イングランド
の政体の現実に即した政体改革案を提示して
いる」（129頁）と結論している。ホッブズ
は「分極的かつ多元的な政治」を志向してお
り、それは、多元的な「イングランドの政体
の現実」をふまえた現実的な認識であった、
というのが著者の理解である。
「イングランドの政体の現実に即した政体
改革案を提示している」というこの大胆な命
題は、どのように論証されているか。期待を
寄せる読者は、肩すかしを感じるかもしれな
い（145-147頁）。

 「ホッブズが示したコモンウェルスの内部
の多元的構造は、イングランドにすでに存
在していた多数のアクターや、諸団体（社
団）を想定して描かれていると考えるのが
自然である。……大陸ヨーロッパの混合政
体も多元的政体論のモデルと言い得るが、
ホッブズがそうした多元性を制度的に構築
するよりも、より非制度的な「助言」に期
待していたことに注意が必要である。……
本書の第1章で紹介したとおり、イングラ
ンドには制度的、非制度的含め、多様な助
言者が存在していた。ホッブズの政体論

は、こうしたイングランドの実情に沿った
ものである」（146-147頁）。

実際のところ、これが論証のほとんどすべ
てである。大掴みに整理するならば、ホッブ
ズの国制論は多元的であった（そして非制度
的な多元性を念頭においていた）、イングラ
ンド国制も多元的であった（非制度的な多元
性もあった）、それゆえ、ホッブズの国制論
は「イングランドの政体の現実」に即してい
たと「考えるのが自然である」、というのが
本書の論証ロジックである。これで論証とし
て必要十分だろうか。
この論点においても、分析の手法（定義や
基準）をあいまいなまま論述していることが
問題の根底にあるのではないだろうか。どの
ような基準を満たせば、ある思想が、ある現
実をふまえていたと論証できるかという点を
あいまいにしたまま、現実に即していた否か
を論じても有意性は乏しい。ホッブズが「現
実に即した政体改革案を提示している」とい
う命題はとても魅力的だが、この命題を有意
にするためには、「現実に即する」ことの意
味や、この命題の判定基準や方法をめぐっ
て、さらなる考察が必要だったのではないだ
ろうか。

5．討論4（稲村）17

本書は早稲田大学政治学研究科に提出され
た博士論文を基礎としているが、この博士論
文は高く評価されたものである。著者自身が
本書序論でも説明しているように、従来の教
科書的な理解によれば、ホッブズは政治学を
幾何学的な演繹のモデルによって構築しよう

17  稲村は社会思想史学会のセッションで司会を務めており、討論者として本書の内容にコメントしたわ
けではないが、本稿はセッション当日、イントロと質疑応答の際に稲村が話した内容を敷衍したもの
である。したがって、おおむねセッションでの発言の趣旨を表現している。
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とした政治哲学者であり、アリストテレス由
来の「実践学」としての政治学から訣別しよ
うとしていた人として捉えられてきた。これ
に対し、著者は、ホッブズの助言論に着目す
ることで、ホッブズの中に経験的知識を重要
視する実践学の伝統がいまだ機能しているこ
とを明らかにした。様々な資料を検証してい
くことで上記の通説を覆していこうとする本
書は知的刺激に満ちたものであり、思想史研
究の醍醐味を読者に提供している。助言論と
いう視点はホッブズ研究以外にも応用可能で
あり、新たな思想史研究を生み出す機縁と
なっている。
通説を覆そうとする際に問題となるのは、
本書の新しい視点は従来の研究ではあまり着
目されてこなかった側面に光を当てているの
にすぎないのか、それとも枠組み自体を大き
く組み替えることになるのか、どちらの研究
を指向しているのかという点である。助言論
に着目することで、幾何学的な政治学の創始
者としてのホッブズという理解は変わらない
のか、それとも通説は大きな誤解をはらんで
おり、助言を中心にホッブズ政治学が構成さ
れていると考えるべきなのか、どちらなのか
がよく分からない。前者の立場を取るのであ
れば、幾何学的な政治学という大枠に変更は
ないので、ホッブズが幾何学的な議論をして
いる意図や背景を説明する必要はないが、後
者の立場を取るのであれば、なにがしかの説
明が必要になってくる。著者はどうやら前者
の立場を取っているように見受けられるが、
その場合、通説を再生産したとしても一般的
なホッブズ理解として間違ったことを述べた
ことにはならない。また前者の立場では、い
くら経験的知識を重要視しているホッブズに
着目しても、幾何学的な学問論の中で経験的
知識の役割を取り上げているにすぎない。著
者の記述によれば、「政治学の場合、［中略］
人々が経験的に知っている人間の気質が了
解されるだけで十分なのであ」（180頁）り、

「ホッブズは、人々が共通にもつ経験的知識
のみでも政治学を構築かつ理解可能なものと
した」（182頁）。しかしこのあたりの記述は
『市民論』を資料上の根拠とする議論であり、
ホッブズが当時の情勢に促されて出版を早め
る必要性があったために、第一原理からの論
証に基づかないことを言い訳するための発言
のようにも読める。むしろ理想の学問枠組み
としては政治学についても第一原理からの論
証をホッブズが望んでいるように解釈するこ
ともできる。ホッブズ政治学全体の中で、実
践学の伝統に着目する本書の立場は、どの部
分をどの程度まで説明したことになるのだろ
うか。
これに関連してもう一つの疑問は、主権者
の判断・命令の性質がどのようなものなの
か、という点である。助言者たちが各自の専
門分野の経験的知識に基づいて、主権者たる
君主に助言を提供した際、君主はどのような
知識に基づいて判断し、命令を下すことにな
るのだろうか。著者の説明によれば、「助言
者は、コモンウェルスの運営、すなわち主権
の行使に必要な知識をコモンウェルスの代表
者たる主権者に対して提供し、主権者が熟慮
し行為するのを手助けする」（143頁）。『市
民論』はともかく『リヴァイアサン』では
「主権者が自ら統治を司り、様々な場面にお
いて判断し行為すること」（143頁）が想定
されている。「主権者は、絶対無謬の規則が
通用しない、変転する現実を前にして『舵取
り』をしていかなければならないので、主権
者の判断を補佐する助言者には『舵取り』に
必要な実践的知識を提供することが期待され
ている」（150頁）。とすると、この主権者の
判断は経験的知識かつ・あるいは演繹的知識
に基づいているのか、それとも知識に基づい
ておらず君主の任意となっているのだろう
か。前者の立場を取れば、知識の内容が正し
いから主権者が命令することになるが、後者
の立場を取る場合、主権者の命令したことが
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正しいことであるとする神命説的なホッブズ
理解に即したものとなる。多元的で分極的な
政体論を強調する本書の趣旨に照らして主権
者とそれ以外のアクターの関係を明らかにす
るためにも、主権者の判断・命令の性質を説
明する必要があるのではないだろうか。

6．討論者に対する応答（上田）

6.1．討論1（梅田）について
まず「ここでホッブズは、政体移行をあく
までローマの事例に限定している」（171頁）
との記述について指摘があった。文中の「こ
こで」は、直前で引用した、古代ローマの共
和制（これをホッブズは「民主制」と呼ぶ）
が、元老院と人民との戦争によって「君主制」
へ移行したと述べる、『リヴァイアサン』第
29章の記述を指している。本書では『リヴァ
イアサン』以前にホッブズが著した『法の原
理』や『市民論』において、国家設立の際は
必ず民主制に始まり、民主制から君主制また
は貴族制へと移行する、政体移行の一般法則
と言えるものが示されていたことを明らかに
した。それに対し『リヴァイアサン』の当
該箇所では「政体の移行を一般化せず、個別
の事例として取り上げている」（172頁）と
指摘したいがために、「事例に限定している」
と記したが、説明不足であった。主権欠如に
よる国家解体を示す以上の事例を「政体移
行」と述べたのは読者の誤解を招いたかもし
れないが、当該記述が含まれる本書第6章第
3節では、『リヴァイアサン』において国家
は解体を経ずして政体移行できなくなると一
貫して主張している。
次に、『リヴァイアサン』をローマの政体
移行論のみに引きつけて読解しており、「タ

キトゥス論」に引きずられすぎている、との
指摘があった。そもそもホッブズが政治論攷
を執筆した時期には、ポリュビオスの『歴
史』に現れる政体循環論が注目され、ローマ
史を題材にしたマキアヴェッリ『ディスコル
シ』などの著作は既にイングランドへともた
らされているなど、古代ローマ政体への関心
が高まっていた18。実際ホッブズは、『リヴァ
イアサン』をはじめとした各書で古代ローマ
のエピソードに度々言及するなど、その歴史
に精通していたことが窺われる。だが、彼の
古代ローマ理解に注目した先行研究は多くな
い。古代ローマをテーマにした書物や翻訳を
ホッブズは自分の名前では残していないこと
もあり、彼の古代ローマ史理解に対する先行
研究の関心は、古代ギリシア史と比べ相対的
に低いといえる。そこで本書では資料的制約
があるなかで彼が古代ローマ史を十分にくみ
取っていることを明らかにするべく、「初期
ホッブズ」の時代に書かれ、ホッブズがウィ
リアム・キャヴェンデキッシュに対する家庭
教師としての従事の中で執筆に関与したとさ
れる「三つの論考」、特に「タキトゥス論」
に注目した。
もっとも、本書が「タキトゥス論」を参照
して引き出したのは、ローマの政体移行とい
う事実をホッブズも了解していたことであ
る。そもそも「タキトゥス論」の正式なタイ
トルが「タキトゥスの冒頭部分に関する論
考」であることからもわかるように、この論
考は、タキトゥス『年代記』の冒頭数パラグ
ラフにある一文一文を引用して、帝制成立に
至る古代ローマ史の一般的理解を詳述したも
のである。本書が「タキトゥス論」に注目し
たのは、この書の執筆に（著者としてではな
いにしても何らかの形で）関与したことが確
かなホッブズが、ローマ史、特に王制から共

18  詳しくはArihiro Fukuda, Sovereignty and the Sword: Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the English 

Civil Wars (Oxford: Oxford University Press, 1997) を参照。
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和制へ、そして共和制から帝制への政体移行
についての教養的知識に親しんでいたことを
示すためである。よって「タキトゥス論」に
引きずられすぎているとの指摘は当たらない
と考えている。
評者は、ローマ史のみに重きを置く理由は
なく、ローマ史以外への可能性も開かれてい
ると指摘する。たしかにホッブズは『リヴァ
イアサン』をはじめとした諸著作で、古代ギ
リシアなど様々な歴史を取り上げている。当
時としてはやや珍しく古代ギリシア語のト
レーニングを受けたホッブズは、いわゆる
「初期ホッブズ」の時代にトゥキディデス『戦
史』の翻訳によりデビューしており、晩年に
はホメロス『イリアス』『オデュッセイア』
を翻訳している。そのようなホッブズが古代
ギリシアの歴史から大きな示唆を得ていたこ
とは、（本書で紹介したとおり）上述の『戦
史』翻訳に際して書かれたホッブズの訳者序
文からも明らかである。また『リヴァイアサ
ン』後半で旧訳聖書の世界を説明するために
頻繁に登場する古代ユダヤ史は、聖俗関係に
かんする彼の議論を理解する上で極めて重要
である。
しかしホッブズが『法の原理』や『市民
論』で提示する始原的民主制から貴族制ない
し君主制への政体移行のアイディアは、古代
ローマ史における政体移行の事実に符合して
いる。著者はホッブズの思想源泉をローマ史
に限定する意図は全くないが、古代ローマ史
が彼の政体論に影響を与えたと指摘する意義
は大きいと考えている。（なお『リヴァイア
サン』で政体移行が一般的法則から解体の一
事例へと後退することは、本書で述べたとお
りである（170−171頁）。）

そして、ホッブズにおいて、ローマ史は、
ギリシア史や聖書の歴史叙述と同じく、「歴
史から一般法則を引き出す歴史叙述の伝統」
ではなく、学知としての政治哲学が導出した
理論(条件的知識)を補完する 「事実について
の知識」(絶対的知識)であるとの指摘があっ
た。これについては、あくまで学知の例証や
補完に留まらない「事実についての知識」そ
れ自体の意義を強調したい。評者は著者が本
書第2章で、経験的知識の適用には理論に基
づく「正しい使い方」の獲得が必要だと述べ
た箇所（68頁）を引用した19。しかし著者は
同じ箇所で、研究によって得られる知識も
人々の観察を通して得られる以上、経験と無
縁ではないことを指摘した。またホッブズは
『リヴァイアサン』第3章や第5章で、思慮は
「無用ではない」が「確実性において学知に
劣る」と述べている。先行研究は思慮が確実
性において劣ることばかりを強調してきた
が、本書では「無用ではない」ことの意味を
掘り下げたと言える。
著者は、哲学（学知・条件的知識）と歴史

（経験・事実に関する知識）を区別し、前者
の後者に対する優位を公言して憚らないホッ
ブズが、実際にはその方法論的企てをそこま
で徹底できていない、あるいは意図的に徹底
していないと考えている。本書第6章で「政
体移行論」や教会史などを分析したのは、学
知、理論的知識の例証に過ぎないとされてき
た歴史叙述が、それ自体としていかなる意味
を持つのか検討し、ホッブズの政治学が歴史
に（部分的にかもしれないが）基礎づけられ
ていると示すためである。一方で本書は、こ
うした彼が立てた方法論からの「逸脱」が、
彼の政治学のなかでどのように整合的に存在

19  なお当該箇所の記述「経験知の真の有用性をその理論的裏付けに求めていると言える」は、当該箇所
で本書が検討した『リヴァイアサン』ラテン語版第25章の記述、コモンウェルスに関する知識は「正
しい推論」によって応用されない限り無用である（Leviathan, Cap. 25, p. 407）、との文言を受けたも
のであることに留意されたい。
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しうるのかを検討した。ホッブズは自らの政
治学を構想する中で、歴史から教訓を学ぶ既
存の「政治」の知を否定したが、一方で政治
学が純理論的学問に徹することもできないと
認識しており、方法論的逸脱をあえて犯すこ
とによって、重層的な学問としての政治学を
生み出したのではないだろうか。もっとも、
以上の解釈の妥当性を示すためには、今後も
検討が必要であると考えている。

6.2．討論2（岡田）について
第一に、序論においてマルコムやポールの
ホッブズ解釈の是非について明記されていな
いとの指摘があった。本書ではこの二人の論
考について各所で吟味しているため、序論で
統一的な解釈をする必要は無いと考え詳述を
省いてしまったが、読者に不親切であった。
ホッブズの助言論に注目する両者と本書は関
心が重なっており、その分析に首肯する点も
多い。ただし彼らは、「学知の経験に対する
優位」という通常のホッブズ理解に着地して
おり、こうした理解の下で助言論を分析して
いる。そのため、「学知の経験に対する優位」
を認めつつ、そこに覆い隠された経験的知
識、実践の積極的意味を示そうとする本書と
は、解釈の方向性が異なるのである。
第二に、助言論の断片的先行研究を統合
し、ホッブズの政治思想についての見方を統
合する意義について指摘があった。著者は先
行研究自体に瑕疵があるとは考えていない。
だが、ホッブズ研究において助言をテーマと
した研究が少なく、助言が研究主題として重
要視されてこなかったのは、助言をホッブズ
の思想を読み解く鍵であると考える本書の立
場からすると問題があると考えている。また
初期近代イングランド史研究において、当時

の数ある助言論の一例としてホッブズが紹介
されるに留まっており、テクスト分析に基づ
くホッブズ研究とイングランド史研究の分断
も相俟って包括的視座を欠いている。そのた
め本書ではホッブズの助言論が、ホッブズの
多様な議論の一例でも、数ある助言論の一例
でもなく、彼の思想を包括的に見る鍵である
ことを示そうとした。こうして助言を切り口
にホッブズの思想を見ることで、例えば彼の
代表論、言語論、認識論、教会統治論など、
これまで別個に検討されてきたものが繋がっ
ていることを示し、ホッブズの意図や構想を
より正確に把握することが可能になると考え
ている。
第三に、文脈を調べ得ることで得られた、
ホッブズにかんする新たな知見について指摘
があった。本書第1章でも示したとおり、助
言は古典古代以来のヨーロッパ、そしてルネ
サンス以降のイングランドの思想史における
一大関心であった。また第3章と第4章で示
したとおり、17世紀中葉において「相応し
い助言者」を巡る論争が展開されていた。な
ぜ『リヴァイアサン』において彼が一章を割
いてまで助言を論じる必然性があったのか
は、こうした通時的および共時的文脈を通し
て見ることで明らかになる。ホッブズは西洋
思想史の主題でもあり、また同時代の（教会
政策を含む）政治論争の主題でもあった、助
言について論じる動機も必然性もあったと言
えるのである。
第四に、ホッブズの歴史叙述について取り
扱った本書第6章は、「助言論」という枠組
みの中で論じる必要があるのか、指摘があっ
た20。本書では、哲学者の立場から政治を論
じるホッブズの知的営為を、（大きな意味で）
「助言」の営みとして取り扱っている。当時

20  本段落の内容は、書評会で討論者（評者）から受けたコメントに応えたものであるが、そのコメント
自体は本稿では省略されている。ただし本稿注9に記載がある評者執筆の書評では言及されていること
もあり、ここで応答内容を記述する。
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の助言者は、経験的知識に基づく実践の営み
として助言を位置づけていた。よってホッブ
ズの「助言」を検討する上で、「学知の経験
に対する優位」を標榜する彼が、実際には経
験的知識からの推論や実践知に対してどのよ
うな態度をとっていたのか、検討する必要が
あった。この検討の手がかりとして、本書で
は政体移行論について、そして歴史一般につ
いての彼の議論を検討したのであり、第6章
でそれを論じる必要性があったのである。助
言論を通してホッブズの政治学とは何である
のかを問う本書の姿勢は一貫しており、第6

章も含めて一体の研究となっていることを強
調しておきたい。
第五に、同時代の言説に目を向けながらも
ホッブズ自身の「近代」意識を考察するこ
とはできるのでは、との指摘があった。本
書序論でも述べたとおり、20世紀のホッブ
ズ研究は往々にして、「近代とは何か」を問
う一環として展開されてきたと言える。そ
こで、我々が期待する「近代なるもの」を
retrospectiveにホッブズの中に求めるのでは
なく、ホッブズ内在的に研究する必要がある
と著者の研究姿勢を述べたのが、指摘のあっ
た序論での記述である。「『近代』の視点を一
旦脇に置き」と著者が記したのは、同時代言
説の研究と近代性考察が無関係だと主張し
たかったからではない

4 4 4 4

のであり、ホッブズの
言説を同時代に内在して検討した後に、改め
て近代について問う意義はあると考えている
（本書結論でも不十分ながら試みている）。本
書は同時代人の近代認識を論じたものではな
いとはいえ、ホッブズが自らの時代をどう認
識していたのかは検討に値する問題であり、
それを「近代」への意識と呼ぶことが妥当な
のかも含めて、今後の課題としたい。

6.3．討論3（犬塚）について
第一に、「助言」によってホッブズを解釈
し尽くせるのか、 思慮などの「ファミリー概

念」は助言論といえるのか、そして助言の概
念を「社会への助言」にまで拡張したことに
より、説明能力を喪失し狭義の助言概念の意
義を損なっているのではないかとの指摘が
あった。
「ファミリー概念」を俯瞰しホッブズを読
み直す上で、助言は有用な切り口である。た
しかに評者が指摘するとおり、助言と「ファ
ミリー概念」の異動や区別について、より自
覚的かつ本格的な考察があってしかるべきで
あった（それだけで一冊の本が書けるほどに
なるかもしれないが）。助言概念はホッブズ
の全てを説明し尽くすほど万能ではなく、ま
た「助言帝国主義」のごとく全ての概念が助
言の下に統合されるのでもない。しかし、本
書第一章で示したように、ストア派の忠告
（praeceptum）概念や、哲学者ソクラテスの
哲学探究にも見いだすことのできる「助言」
は、先行研究の蓄積もある「ファミリー概念」
と並び立つ、しかもそれらと密接に連携し不
可分一体的となっている概念である。よって
これらの関係性は「助言帝国主義」と言うよ
りもむしろ、「助言連合」とでも呼べるよう
なものである。それほど重要な繋がりを持つ
にも関わらず、助言は先行研究（とくに思想
史）では注目を集めてはいなかったので、本
書では「ファミリー概念」との関係性を示す
ことで助言概念の意義を説いたのである。
また本書では、ホッブズの助言論と〈助言
者〉ホッブズを区別するなどしてはいたが、
指摘の通り多様な助言概念の整理としては不
親切であり、序論などで多少図式的にでも提
示すべきであった。評者が提示した助言言説
の三区分は十分かつ示唆に富んでおり、概念
としての助言を今後考察していく上での道標
となる。
ただし概念の「拡張」についての懸念はあ
たらないと考えている。例えば本書第1章で
紹介したエリオットの『統治者論』は、良い
友を選び悪しきおべっか使いを避けよと教



262 上田　悠久/梅田　百合香/岡田　拓也/犬塚　元/稲村　一隆

え、何を学ぶべきなのか具体的に指針を示す
「助言としての言説」（第2類型）である。だ
が先行研究はそのなかに、助言とはどうある
べきか、なぜ助言者は必要なのかという「助
言についての言説」（第1類型）を見いだして
いる。分析枠組みを拡張することは、助言に
関するテクストの解釈において極めて重要な
のである。
そして本書で目指したのは、第1類型のな
かに第2類型や第3類型を見いだすことであっ
たと言える。第2章で助言に関するホッブズ
の定義や説明を詳細に分析する中で見えてき
たのは、彼が第三者として「助言について語
る」（第1類型）ときに、ホッブズ自身が『リ
ヴァイアサン』という書物をどのように位置
づけ、この書物を通じて何を語ろうとしたか
である。「助言を論じるホッブズは、いかな
る意味において助言者と言えるのか？」とい
う本書の大きな問いに取り組む上で、本書は
いわば確信犯として分析枠組みの拡張をおこ
なったのである。ホッブズが、哲学者が政治
について語る行為をいかに捉えていたのか
を、彼の助言論から探るのが本書の特徴であ
る。拡張によって助言は政治哲学そのものに
なってしまったとの指摘には、それこそが狙
いであると応答したい。
第二に、主権者と並び立つ助言者と、主権
者に服従する助言者は両立するのか、助言者
の下で主権者が最終的に判断する政体をめざ
しているのか、各アクターが決定権限を持た
ないのに多元的と言えるのか、独裁制でも多
元的なのかとの指摘があった。
まず、本書第2部では「絶対主義」を擁護
しているのに、第3部では多元性を擁護して
いるのは不整合であるとの指摘であるが、両
者において解釈は一貫していると応答した
い。すなわちホッブズの議論において、政治
的アクターは主権者への服従を求められる

が、一方で主権者の下で一定の自律性を確保
しているのである。そもそも第3部で強調す
る多元的政体論においても、政治的アクター
は主権者への服従を要求されており、主権者
に認められた裁量を逸脱することは許されて
いない。特に本書では、ホッブズが『リヴァ
イアサン』において、『市民論』など従前の
政治著作と比較して、助言者の主権者に対す
る従属を強化した点を強調した。
一方で多元的政体論において、政治的アク
ターが主権者のロボットのごとく自由裁量を
完全に失っていると解釈するのも不当であ
る。本書第4章で示した、主権者の代行者た
る裁判官の法運用における裁量からも分かる
とおり、主権者に対する従属下でも助言者は
一定の自律が認められていると解釈できる。
そもそも我々は主権者を、箸の上げ下げまで
をもコントロールする存在として、強く捉え
すぎなのではないだろうか。スキナーが示し
たとおり、君主制下において自由（＝独立）
が存在しないとする共和制論者に対し、ホッ
ブズは君主制下における自由の存在を認めて
いた21。主権者に対して服従しながらも、裁
量を持つことは可能なのである。
評者は、一定の裁量権をもって多元性を認
める本書の見方では、権威主義的であっても
多元的と評価できてしまうのではないかと懸
念を示す。主権者が各アクターの決定を最終
的に覆すようでは、とても自律的で多元的と
はいえない、というのである。たしかに本書
では多元性とは何かを明確に定義できてはお
らず、説明として不十分であった。しかし多
元性は政治学においてゆるやかに解釈されて
いることも事実ではないだろうか。例えば戦
後日本の政治構造として政治学では定説と
なっている「鉄の三角同盟」において、最終
決定権のない官（官僚）と財（業界団体）も
一定の裁量を持っており、立法・執行権力で

21 Quentin Skinner, Liberty before Liberalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
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ある政（政治家）と同様に政治的アクターと
して認められている。被用者である官は使用
者である政に対して明確な拒否権を持ち得な
いが、情報の非対称性などを駆使し実質的な
拒否権を発動することが可能であろう。また
ダールのように諸アクターの競合状態に多元
性を認めることも可能である。今日、ある国
家が権威主義であるか否かは、民主化指標な
どを用いて相対的に「より権威主義的である
か」（more authoritarian）否かで語られてい
る。同様に、ある政体も「より多元的である
か」(more pluralistic)であるかを考慮するべ
きであろう。本書で行ったとおり、最終的な
決定権（主権）と実際上の運用（執政、実践）
を区別しつつ、後者における多元性の程度を
考えていきたい。
最後に、ホッブズの国制論に見られる多元
性と、イングランド国制の多元性の二つを並
べるだけでは、ホッブズがイングランド国制
に即しているとは言えないのではないかとの
指摘があった。両者が「似ている」と指摘す
るだけでは厳密な論証にはなっていないとの
指摘、そして厳密な論証になっていないにも
関わらず、すでに論証されたものとしてさら
なる議論へと進めているとの指摘については、
本書の論考の至らなさとして反省したい。と
はいえホッブズがイングランド国制を念頭に
置いて執筆していたのかを実証するのは容易
ではない。彼が『リヴァイアサン』の草稿や
関連するメモを残しているとは言い難く、数
少ない彼の手紙や同時代人の証言、そしてホッ
ブズの著述から類推するほかないからである。
ホッブズが『リヴァイアサン』を構想し執筆
した時期のイングランド政体（国制）が多元
的であったことは、本書でも紹介したとおり
研究によって明らかになっている。こうした
政体像とホッブズの議論との対照によって両
者の相関を見いだし、蓋然的にしか把握でき
ないとはいえ有力な由来として同定するのは、
資料的制約の中でできる最大限の議論である

と考えている。新たな資料の発見・発掘に期
待しながら、今後の宿題としたい。

6.4．討論4（稲村）について
まず、ホッブズを演繹的推論に基づく幾何
学的政治学を構築しようとした政治哲学者と
みなす「通説」について、本書がどのような
態度をとっているのかが問われた。本書では、
ホッブズ本人が幾何学的政治学の構築を試
み、それを公言してはばからなかったものの、
実際にはアリストテレス的な「実践」として
の政治学から完全には訣別できなかったこと
を示そうとした。よって、ホッブズを演繹的
哲学のカテゴリーに含める既存の枠組みその
ものを完全に否定するものではない。一方で
ホッブズの政治思想を実践とは無縁のものと
して切り離し、アリストテレスとホッブズを
二項対立に据え両者の対決ばかりを強調する
のは、ホッブズ理解の阻害ともなり得ると考
えており、以上の観点から「通説」には一定
の留保が必要であるとの立場を取っている。
評者は、『市民論』を根拠とする説明は執
筆時の制約によるもので、ホッブズの政治学
を第一原理からの論証とすることの否定には
ならないとする。だが評者が引用した本書2

箇所の間で、著者は『リヴァイアサン』序文
の「汝自身を読め」において、ホッブズが経
験によって把握される情念の共通性を基盤と
した理論導出を説いていると指摘した（181

頁）。また『市民論』における経験的知識を
基盤とする政治学の肯定を窮余の一策と解釈
するならば、ホッブズがそうした解釈の余地
を持たせていること自体を積極的に評価すべ
きではないだろうか。ホッブズ本人が政治学
を、第一原理から導かれる彼の演繹的体系の
中に組み込もうとしていることは確かである
が、政治学だけを、人間の持つ経験によって
「切り離し」可能なものとして設計している
ことも確かである。以上の議論については精
緻な読解に基づくさらなる検討を必要とする
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ものであり、本書の議論の不十分さについて
の指摘は甘んじて受けなければならない。一
方で評者の問題提起は、ホッブズの幾何学的
政治学における経験的知識の役割を取り上げ
ても、「通説」の否定にも肯定にも貢献しな
いのではないか、とのものであるが、「通説」
の完全な否定、完全な肯定のどちらにも与し
ない著者の立場からすると、本書の議論は妥
当であると考えている。
次に、主権者本人が熟慮し判断し行為する

という『リヴァイアサン』の議論において、主
権者の判断は知識に基づくのか否か、基づく
のであるならばその知識は経験的なのか演繹
的なのか（あるいは両方か）が問われた。ホッ
ブズによれば人の行為に先立って意志が存
在し、意志に対して熟慮が先立つ。そして本
書でも詳述したとおり人は熟慮の際に帰結の
見通しに関する知識を要するが、その知識は
（ホッブズが示唆するように）蓋然的な将来予
測である。本書でも述べた通り、この知識は
演繹的知識も経験的知識も含むのである22。
とはいえ主権者の意志そして行為が「正
しい」(correct)知識に基づいたものであるの
か否かは、主権者の命令が「正しい」（just）
こととは関係がない。本書第4章で明らかに
したとおり、主権者の正統性は、主権者の行
為がコモンウェルスの安全というコモンウェ
ルス設立の目的に適っているか否かが指標と
なる。そして正不正は主権者設立以前には存
在せず、主権者の判断に依るとホッブズは明
記しているのであるから、評者の言う「神命

説的なホッブズ理解」を逸脱するものではな
い。ホッブズは、主権者による命令の絶対性
を示す一方で、その命令を発する主権者の意
志が「正しい」知識に基づいていることを要
求したのである。
評者の問題提起は、『リヴァイアサン』第

30章において、「ほとんどあらゆる技芸(art)

の諸規則について知っているのは誰なのかを
知ることは、その技芸に関する知識の多さの
程度」に依るので、「公的事柄について最も
知識があるのは誰なのかを知るのは」難しい
と記した、ホッブズの見解を想起させる23。
ホッブズは「正しい」知識の中に理論的知識
だけでなく蓋然的知識も含めることで、政治
に関する構想を現実的なものにしようとした
が、主権者が「正しい」知識を理解できるか
否かについては懐疑的であったとも考えられ
る。しかし本書で示したとおり、単なる経験
も、机上の空論も廃したホッブズは、主権者
中心の政治運営に関する理想と現実の狭間で
もがきながら、理論と実践を架橋する政治学
を構想したのである。

付記　本稿は、JSPS科研費（19K23178）
による助成を受けた研究成果の一部である。

（うえだ・はるひさ　本学部講師）
（うめだ・ゆりか　桃山学院大学）
（おかだ・たくや　大東文化大学）
（いぬづか・はじめ　法政大学）

（いなむら・かずたか　早稲田大学）

22  なおホッブズは『リヴァイアサン』第7章において判断（judgement）を、熟慮との類比によって定義
している。それによると、過去と未来についての真理の究明において、かわるがわる意見が生起し、
そのなかで最後の意見が判断となる。Leviathan, Ch.7, p. 98.

23 Leviathan, Ch. 30, p. 546.


